
政
令
第
百
九
十
九
号

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）
第
二
条
第
二
項

第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
五
条
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
並
び
に

第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の

政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一

独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
が
設
置
す
る
公
文
書
館

二

独
立
行
政
法
人
国
立
博
物
館
が
設
置
す
る
博
物
館

三

独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
が
設
置
す
る
博
物
館

四

独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
が
設
置
す
る
美
術
館

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
博
物
館
、
美
術
館
、
図
書
館
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
保
有
す
る



歴
史
的
若
し
く
は
文
化
的
な
資
料
又
は
学
術
研
究
用
の
資
料
に
つ
い
て
次
条
の
規
定
に
よ
る
適
切
な
管
理
を
行
う
も
の
と

し
て
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の

２

総
務
大
臣
は
、
前
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
し
た
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地
を
官
報
で

公
示
す
る
も
の
と
す
る
。
公
示
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
又
は
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
歴
史
的
な
資
料
等
の
範
囲
）

第
二
条

法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
歴
史
的
若
し
く
は
文
化
的
な
資
料
又
は
学
術
研
究
用
の
資
料
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に

よ
り
管
理
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
資
料
が
専
用
の
場
所
に
お
い
て
適
切
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

当
該
資
料
の
目
録
が
作
成
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
目
録
が
一
般
の
閲
覧
に
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
一
般
の
利
用
の
制
限
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

イ

当
該
資
料
に
法
第
五
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
資
料
（
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
部
分
に
限
る
。
）
の
一
般
の
利
用
を
制
限
す
る
こ
と
。

ロ

当
該
資
料
の
全
部
又
は
一
部
を
一
定
の
期
間
公
に
し
な
い
こ
と
を
条
件
に
個
人
又
は
法
第
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る



法
人
等
か
ら
寄
贈
又
は
寄
託
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
期
間
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
資
料
の
全
部

又
は
一
部
の
一
般
の
利
用
を
制
限
す
る
こ
と
。

ハ

当
該
資
料
の
原
本
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
原
本
の
破
損
若
し
く
は
そ
の
汚
損
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
又
は
当
該
資
料
を
保
有
す
る
施
設
に
お
い
て
当
該
原
本
が
現
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
原
本
の
一

般
の
利
用
の
方
法
又
は
期
間
を
制
限
す
る
こ
と
。

四

当
該
資
料
の
利
用
の
方
法
及
び
期
間
に
関
す
る
定
め
が
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
定
め
が
一
般
の
閲
覧
に
供
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

２

前
項
に
規
定
す
る
資
料
は
、
他
の
独
立
行
政
法
人
等
又
は
前
条
第
一
項
の
施
設
を
設
置
し
た
独
立
行
政
法
人
等
の
他
の
部

門
か
ら
移
管
を
受
け
て
管
理
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
独
立
行
政
法
人
等
が
法
第
二
十
三
条
第
二
項
に

基
づ
き
設
け
た
法
人
文
書
の
管
理
に
関
す
る
定
め
に
規
定
す
る
保
存
期
間
が
満
了
し
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
区
分
の
方
法
）

第
三
条

法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
別
表
第
二
の
下
欄
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
文
書
、
図
画
及
び
電
磁
的
記
録
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
文
書
等
」
と
い
う
。
）
と
同
欄
に
掲
げ
る
業
務
以
外
の
業
務
に
係
る
文
書
等
と
の
区
分
の
方
法
は
、
専
ら
同



欄
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
文
書
等
が
、
同
欄
に
掲
げ
る
業
務
以
外
の
業
務
に
係
る
文
書
等
と
は
別
の
文
書
等
フ
ァ
イ
ル
（
能

率
的
な
事
務
又
は
事
業
の
処
理
及
び
文
書
等
の
適
切
な
保
存
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
ま
と
め
ら
れ
た
、
相
互
に
密
接
な

関
連
を
有
す
る
文
書
等
の
集
合
物
を
い
う
。
）
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

（
開
示
請
求
書
の
記
載
事
項
）

第
四
条

開
示
請
求
書
に
は
、
開
示
請
求
に
係
る
法
人
文
書
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

求
め
る
開
示
の
実
施
の
方
法

二

事
務
所
に
お
け
る
開
示
（
次
号
に
規
定
す
る
方
法
以
外
の
方
法
に
よ
る
法
人
文
書
の
開
示
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
次

条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
第
一
号
並
び
に
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
実
施
を
求
め
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
事
務
所
に
お
け
る
開
示
の
実
施
を
希
望
す
る
日

三

写
し
の
送
付
の
方
法
に
よ
る
法
人
文
書
の
開
示
の
実
施
を
求
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

（
法
第
九
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
）

第
五
条

法
第
九
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

開
示
決
定
に
係
る
法
人
文
書
に
つ
い
て
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
開
示
の
実
施
の
方
法



二

前
号
の
開
示
の
実
施
の
方
法
ご
と
の
開
示
の
実
施
に
係
る
手
数
料
（
以
下
「
開
示
実
施
手
数
料
」
と
い
う
。
）
の
額
（

法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
開
示
実
施
手
数
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
べ
き
開
示
の
実
施
の
方
法
に
つ
い
て
は

、
そ
の
旨
を
含
む
。
）

三

事
務
所
に
お
け
る
開
示
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
、
時
間
及
び
場
所
並
び
に
事
務
所
に
お
け
る
開
示
を
希
望
す
る

場
合
に
は
法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
す
る
際
に
当
該
事
務
所
に
お
け
る
開
示
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き

る
日
の
う
ち
か
ら
事
務
所
に
お
け
る
開
示
の
実
施
を
希
望
す
る
日
を
選
択
す
べ
き
旨

四

写
し
の
送
付
の
方
法
に
よ
る
法
人
文
書
の
開
示
を
実
施
す
る
場
合
に
お
け
る
準
備
に
要
す
る
日
数
及
び
送
付
に
要
す
る

費
用

２

開
示
請
求
書
に
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
法
第
九
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項

は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

前
条
第
一
号
の
方
法
に
よ
る
法
人
文
書
の
開
示
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
（
事
務
所
に
お
け
る
開
示
に
つ
い
て

は
、
同
条
第
二
号
の
日
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。
）

そ
の
旨
並
び
に
前
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第

四
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
条
第
一
号
の
方
法
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項



二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

そ
の
旨
及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

（
法
第
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
）

第
六
条

法
第
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

開
示
請
求
の
年
月
日

二

開
示
請
求
に
係
る
法
人
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
当
該
第
三
者
に
関
す
る
情
報
の
内
容

三

意
見
書
を
提
出
す
る
場
合
の
提
出
先
及
び
提
出
期
限

（
法
第
十
四
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
）

第
七
条

法
第
十
四
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

開
示
請
求
の
年
月
日

二

法
第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
の
適
用
の
区
分
及
び
当
該
規
定
を
適
用
す
る
理
由

三

開
示
請
求
に
係
る
法
人
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
当
該
第
三
者
に
関
す
る
情
報
の
内
容

四

意
見
書
を
提
出
す
る
場
合
の
提
出
先
及
び
提
出
期
限

（
開
示
の
実
施
の
方
法
等
の
申
出
）



第
八
条

法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
書
面
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
五
条
第
二
項
第
一
号
の
場
合
に
該
当
す
る
旨
の
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
が
あ
っ
た
場
合
（
開
示
実
施
手
数

料
が
無
料
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
な
い
と
き
は
、
法
第
十
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
改
め
て
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
法
第
十
五
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
）

第
九
条

法
第
十
五
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

求
め
る
開
示
の
実
施
の
方
法
（
開
示
決
定
に
係
る
法
人
文
書
の
部
分
ご
と
に
異
な
る
開
示
の
実
施
の
方
法
を
求
め
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
部
分
ご
と
の
開
示
の
実
施
の
方
法
）

二

開
示
決
定
に
係
る
法
人
文
書
の
一
部
に
つ
い
て
開
示
の
実
施
を
求
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
部
分

三

事
務
所
に
お
け
る
開
示
の
実
施
を
求
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
務
所
に
お
け
る
開
示
の
実
施
を
希
望
す
る
日

四

写
し
の
送
付
の
方
法
に
よ
る
法
人
文
書
の
開
示
の
実
施
を
求
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

２

第
五
条
第
二
項
第
一
号
の
場
合
に
該
当
す
る
旨
の
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
が
あ
っ
た
場
合
（
開
示
実
施
手
数

料
が
無
料
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
法
第
十
五
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら



ず
、
法
人
文
書
の
開
示
を
受
け
る
旨
と
す
る
。

（
更
な
る
開
示
の
申
出
）

第
十
条

法
第
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
が
あ
っ
た
日

二

最
初
に
開
示
を
受
け
た
日

三

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
既
に
開
示
を
受
け
た
法
人
文
書
（
そ
の
一
部
に
つ
き
開
示
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

部
分
）
に
つ
き
と
ら
れ
た
開
示
の
実
施
の
方
法
と
同
一
の
方
法
を
当
該
法
人
文
書
に
つ
い
て
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た

だ
し
、
当
該
同
一
の
方
法
を
求
め
る
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
写
し
の
送
付
の
求
め
）

第
十
一
条

法
人
文
書
の
開
示
を
受
け
る
者
は
、
開
示
実
施
手
数
料
の
ほ
か
、
独
立
行
政
法
人
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
送

付
に
要
す
る
費
用
を
納
付
し
て
、
法
人
文
書
の
写
し
の
送
付
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。



２

独
立
行
政
法
人
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
定
め
を
一
般
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
情
報
提
供
の
方
法
及
び
範
囲
）

第
十
二
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
は
、
事
務
所
に
備
え
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
及
び
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

独
立
行
政
法
人
等
の
組
織
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
情
報

イ

当
該
独
立
行
政
法
人
等
の
目
的
、
業
務
の
概
要
及
び
国
の
施
策
と
の
関
係

ロ

当
該
独
立
行
政
法
人
等
の
組
織
の
概
要
（
当
該
独
立
行
政
法
人
等
の
役
員
の
数
、
氏
名
、
役
職
、
任
期
及
び
経
歴
並

び
に
職
員
の
数
を
含
む
。
）

ハ

当
該
独
立
行
政
法
人
等
の
役
員
に
対
す
る
報
酬
及
び
退
職
手
当
の
支
給
の
基
準
並
び
に
職
員
に
対
す
る
給
与
及
び
退

職
手
当
の
支
給
の
基
準

二

独
立
行
政
法
人
等
の
業
務
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
情
報

イ

当
該
独
立
行
政
法
人
等
の
事
業
報
告
書
、
業
務
報
告
書
そ
の
他
の
業
務
に
関
す
る
直
近
の
報
告
書
の
内
容



ロ

当
該
独
立
行
政
法
人
等
の
事
業
計
画
、
年
度
計
画
そ
の
他
の
業
務
に
関
す
る
直
近
の
計
画

ハ

当
該
独
立
行
政
法
人
等
の
契
約
の
方
法
に
関
す
る
定
め

ニ

当
該
独
立
行
政
法
人
等
が
法
令
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
、
手
数
料
そ
の
他
の
料
金
を
徴
収
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る

そ
の
額
の
算
出
方
法

三

独
立
行
政
法
人
等
が
作
成
し
て
い
る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
財
務
に
関
す
る
直
近
の
書
類
の
内
容

四

独
立
行
政
法
人
等
の
組
織
、
業
務
及
び
財
務
に
つ
い
て
の
評
価
及
び
監
査
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
情
報

イ

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
そ
れ
ぞ
れ
の
直
近
の
評
価
の
結
果

ロ

当
該
独
立
行
政
法
人
等
に
係
る
行
政
機
関
が
行
う
政
策
の
評
価
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）

第
三
条
第
一
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
そ
れ
ぞ
れ
の
直
近
の
政
策
評
価
の
結
果
の
う

ち
当
該
独
立
行
政
法
人
等
に
関
す
る
部
分

ハ

当
該
独
立
行
政
法
人
等
に
係
る
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条
第
十
八
号
の
規
定
に
基

づ
く
直
近
の
評
価
及
び
監
視
の
結
果
の
う
ち
当
該
独
立
行
政
法
人
等
に
関
す
る
部
分



ニ

監
事
又
は
監
査
役
の
直
近
の
意
見

ホ

公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
直
近
の
監
査
の
結
果

ヘ

当
該
独
立
行
政
法
人
等
に
係
る
会
計
検
査
院
の
直
近
の
検
査
報
告
の
う
ち
当
該
独
立
行
政
法
人
等
に
関
す
る
部
分

五

法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
法
人
の
名
称
、
そ
の
業
務
と
当
該
独
立
行
政
法
人
等
の
業
務
の
関
係
、
当

該
独
立
行
政
法
人
等
と
の
重
要
な
取
引
の
概
要
並
び
に
そ
の
役
員
で
あ
っ
て
当
該
独
立
行
政
法
人
等
の
役
員
を
兼
ね
て
い

る
者
の
氏
名
及
び
役
職

（
情
報
提
供
の
対
象
と
な
る
法
人
の
範
囲
）

第
十
三
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
独
立
行
政
法
人
等
（
当
該
独
立
行
政
法
人
等
に
よ
り

財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
を
決
定
す
る
機
関
を
支
配
さ
れ
て
い
る
法
人
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
）
が

他
の
法
人
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る
当

該
他
の
法
人
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

附

則

（
施
行
期
日
）



第
一
条

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
）
が
三
百
円
」
の
下
に
「
（
次
の
イ
か
ら
ハ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
イ
か
ら
ハ
に
定
め
る
額
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
。
以
下
「
独
立
行
政

法
人
等
情
報
公
開
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
独
立
行
政
法
人
等
か
ら
事
案
が
移
送
さ
れ

た
場
合
（
ロ
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

当
該
独
立
行
政
法
人
等
が
独
立
行
政
法
人
等
情
報
公
開
法
第
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
開
示
請
求
に
係
る
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
開
示
請
求
手

数
料
相
当
額
」
と
い
う
。
）

ロ

独
立
行
政
法
人
等
情
報
公
開
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
独
立
行
政
法
人
等
か
ら
法
人
文
書
の
一
部
に
つ

い
て
移
送
さ
れ
た
場
合

開
示
請
求
手
数
料
相
当
額
の
う
ち
法
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
開
示
を
実
施
す
る
行
政
機



関
の
長
が
分
担
す
る
も
の
と
し
て
、
当
該
独
立
行
政
法
人
等
と
協
議
し
て
定
め
る
額

ハ

法
第
十
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
独
立
行
政
法
人
等
に
行
政
文
書
の
一
部
に
つ
い
て
移
送
し
た
場
合

三
百
円
の

う
ち
法
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
開
示
を
実
施
す
る
行
政
機
関
の
長
が
分
担
す
る
も
の
と
し
て
、
当
該
独
立
行
政
法

人
等
と
協
議
し
て
定
め
る
額

（
情
報
公
開
審
査
会
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

情
報
公
開
審
査
会
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
行
政
文
書
」
の
下
に
「
又
は
法
人
文
書
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
行
政
文
書
」
の
下
に
「

又
は
当
該
法
人
文
書
」
を
加
え
る
。

（
総
務
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る

こ
と
。


